








２． 事項書及び工事設計書の「１３ 電波の型式並びに希望する周波数及び空

中線電力」の記載について 

同一周波数帯に送信機が複数存在し、各送信機の電波の型式及び空中線電

力が異なる場合は、電波の型式は包括する方、空中線電力は大きい方を記

載してください。 

＜例＞第１送信機 →１４４ＭＨｚ帯 ４ＶＡ １０Ｗ 

第２送信機 →１４４ＭＨｚ帯 ４ＶＦ ２０Ｗ 

 

 

「１３ 電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」の記載は、

「１４４ＭＨｚ帯 ４ＶＡ ２０Ｗ」でチェック及び記載することになります。 

 

３． 提出書類について 

①免許申請書 １枚 

②事項書及び工事設計書 １枚 

③１６ 工事設計書 １枚 

 

以上３枚及び返信用封筒（切手貼付）が最低限必要となります。※ただし、

当局へ出向いて免許状の受理を望む場合は、返信用封筒は不要です。 

 



＜返信用封筒の記載例＞ 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動する局の場合は、増設

する送信機の台数と同じ

数を「○枚」と記載して下

さい。 
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付してください。 

封筒は、定形のものでよろしいです。 

この返信用封筒に当局で、免許状を入れて送付することになります。

免許状の大きさはＡ５サイズ（縦約 14.8cm×横約 21cm。Ａ４サイズ

の半分の大きさ）になりますので、免許状を折り曲げてお送りするこ

とになります。この折り曲げを避けた場合は、Ａ５サイズ以上が入る

ものを返信用封筒（１２０円切手を貼付）として提出してください。

なお、郵送の過程で免許状が折り曲がったとしても、当方では責任を

負いません。 

 

４． 自筆で記載される場合は、楷書で丁寧に記載してください。加除訂正をし

たときは、押印や字数を記載することは要しません。削除は二重線を引いて近

接箇所に正書し、挿入は、挿入する部分を明示して行うなど、その内容が明確

に分かるようにしてください。 


